
入札後審査方式一般競争入札（価格競争）の共通事項 
 
 吉野川市から発注する建設工事について、入札後審査方式一般競争入札（価格競争）

により入札を実施する場合の共通事項は次のとおりである。 
 
１ 基本事項 
（１）設計図書等の熟知 
   入札参加者は、市が指定した設計図書、現場等を熟知の上、入札するものとする。

（２）入札書に記載する金額 
   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当 

 する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を 

 切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の

110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
（３）くじ番号 
   入札書は、任意の 3 桁の数字をくじ番号として入力した上で提出すること。ただ 

 し、紙入札方式による入札の場合は、入札書に記載する必要はないこと。 
（４）工事費内訳書の提出 
  ①入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る工事費内訳書を入札書に添付し 

 て、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による入札参加者 

 は、紙媒体の入札書及び工事費内訳書を入札書提出締切日時までに持参すること。 
    ②工事費内訳書は、この入札公告を掲載している市ホームページ（入札(発注)情報） 

 からダウンロードしたものにより作成することとし、作成した工事費内訳書はエク 

 セル 2013 形式以下（拡張子「.xls」又は「.xlsx」）で提出すること。 
    ③②の要件を満たさない工事費内訳書を提出した者、工事費内訳書の提出がない者 

 又は異なる案件の工事費内訳書を提出した者の入札は、無効とする。 
    ④添付する工事費内訳書の電子ファイルの容量が 1 メガバイトを超える場合は、持 

 参による提出を認めるものとする。 
   なお、持参による提出の方法については、「徳島県電子入札システム運用基準」 
   によること。 
（５）入札保証金 
      入札保証金の納付は、免除する。 
（６）入札執行回数 
      入札執行回数は 1 回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないと 

 きは入札を終了する。 
（７）開札の立ち会い 
   開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、紙入札方 

 式による入札参加者がある場合は、入札執行職員の開札宣言後、紙媒体の入札書を 

 開封し、その内容を電子入札システムに登録した後、当該入札参加者の立ち会いの 

 上、開札を行う。なお、紙入札者の電子くじ番号は「000」として扱うものとする。 



  また、電子入札による入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる 

 ものとする。 
（８）入札・開札の延期及び中止 
  ①入札参加者が連合した場合、そのおそれが強い場合、又は不穏の行動をなす等の 

 場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入 

 札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめること 

 がある。 
    ②電子入札システムの障害等やむを得ない事情により入札の執行が困難であると認 

 められた場合には、入札を中断、延期又は紙入札方式への変更を行うことがある。 
    ③①から②の場合等、事情により開札の延期又は中止した場合は、電子入札システ 

 ムその他適当な手段により、当該電子入札案件に入札書を提出している入札参加者 

 に対し、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時又は中止する旨を連絡するもの 

 とする。 
 
２ 入札の失格 
次の各号により該当する入札参加者は失格とする。 
（１）吉野川市ホームページ「最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の一部改正に

ついて」により算出される最低制限価格（税抜き）を下回る入札を行った者。なお、最

低制限価格（税抜き）の設定の単位については千円単位とし、千円未満を切り捨てるも

のとする。 
 また、ランダム係数については、別に定める「ランダム係数の算出について」に基づ

き算出するものとする。 
（２）提出された電子ファイルがウィルスに感染していると判明した者 
（３）確認資料の電子ファイルが「徳島県電子入札システム運用基準」に指定するもの

以外である者 
（４）開札から落札決定までの間に、配置予定技術者を当該工事に配置できなくなった

者 
（５）開札の翌日から落札決定までの間に、吉野川市建設業指名停止措置要綱（以下「指

名停止措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けた者、または吉野川市暴力団等排

除措置要綱に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置を受けた者。 
（６）入札価格と工事内訳書記載の合計額（税抜き）が一致しない者 
 
３ 入札の無効 
 次の各号に該当する入札は無効とする。 
（１）入札参加資格がないと認められた者及び虚偽の申請を行った者のした入札 
（２）「徳島県電子入札システム運用基準」に規定する有効な入札書に該当しない入札 
（３）「徳島県電子入札システム運用基準」に規定する IC カードの不正使用に該当する

入札 
（４）要件を満たさない工事費内訳書を提出した者又は工事内訳書を提出しない者のし

た入札 



（５）記名のない入札（電子入札による場合は、電子認証書を取得していない者のした

入札） 
（６）入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額を

もって価格を表示しない入札 
（７）同一事項に対してした２通以上の入札 
（８）他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 
（９）委任状を持参しない代理人が行った入札 
（１０）入札金額を訂正した入札及び入札の年月日（日付）を誤り、又はその記載のな

い入札 
（１１）明らかに連合によるものと認められる入札 
（１２）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 
 
４ 入札に参加する者に必要な資格 
（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 
（２）入札公告日から開札日までの間に、指名停止措置要綱に基づく指名停止となって

いない者であること 
（３）入札公告日から開札日までの間に、吉野川市暴力団等排除措置要綱に基づき暴力

団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと 
（４）建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知

書（入札参加資格申請書及び入札参加資格確認資料の提出日前１年７月以内の審査基準

日のうち直近のものに係るものに限る。）の写しを提出できる者であること。 
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始申立てに

よる手続開始決定日以降に市の入札参加資格に係る再審査を受けており、更生計画の認

可が決定した者又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなさ

れていない者とみなす。 
（６）手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。 
（７）工事に必要な資格を有する技術者を専任で配置することができること（請負代金

額 4,500 万円（建築一式工事においては 9,000 万円）以上の場合に限る。）。 
（８）建設業法第３条第１項第２号に規定する特定建設業の許可を受けていること（下

請代金の総額が 5,000 万円（建築一式工事については 8,000 万円）以上になることが予

想される場合に限る。）。 
（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。 
 
５ 入札参加資格確認資料等に関する事項 
（１）入札参加資格確認資料（以下「確認資料」という。） 
①入札参加資格の申請を提出する際に同時に提出する書類 
ア 入札参加資格確認票（様式１） 



  提出後落札決定までの間において、様式１に記載した事項のいずれかに変更が生じ

た場合には、遅滞なくその旨を届け出ること。 
②落札候補者となった場合に提出する書類（追加書類：市からの連絡があった後に提出） 
ア 総合評定値通知書の写し 
 落札候補者となった者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第

１項の規定による経営事項審査に係る総合評定値通知書（入札参加資格確認票の提出日

前１年７月以内のもののうち、直近のもの）の写しを速やかに提出すること。ただし、

提出時点において、直近の決算にかかる総合評定値通知書の交付を受けていない者につ

いては、その前の決算に係る総合評定値通知書の写しを提出することとし、契約締結予

定日までに、総合評定値通知書の有効期間が終了する者については、再度有効な総合評

定値通知書の写しを速やかに提出すること。提出の方法は電子メール、ファクシミリ（い

ずれも送信後に電話により着信を確認すること。）又は持参によるものとし、提出先及

び期限については別途連絡する。 
イ 配置予定技術者 
 落札候補者となった者は、技術者の専任配置が要件となる場合には、「現場代理人「現

場代理人及び主任技術者選任（変更）通知書」及び配置予定技術者の資格証明書の写し、

健康保険被保険者証の写し等３か月以上の雇用関係が確認できる書類等を速やかに提出

しなければならない。 
 なお、技術者の専任配置が要件となる場合には、落札決定通知日において、他の工事

に従事している主任技術者等又は現場代理人を当該工事の配置予定技術者とすることは

できない。（特記仕様書や現場説明書等に明示された兼務要件を満たす場合を除く。） 
 ただし、次のⅰ）又はⅱ）に該当し、「工事完了誓約書」を提出する場合は、配置予

定技術者とすることができる。 
 ⅰ）専任の主任技術者等又は現場代理人として現在従事している工事が、この入札に

係る工事の契約日までに完了（※１）する場合。（ただし、工事着手日指定契約方式に

ついては、発注者が指定する工事着手日（※２）の前日までに、工事着手日選択契約方

式及び任意着手方式については、技術者等の配置を開始する日の前日までに完了（※１）

する場合とする。） 
 ⅱ）専任を要しない主任技術者として現在従事している工事が、この入札に係る工事

の工事着手日の（※２）前日までに完了（※１）する場合 
※１「工事の完了」とは、しゅん工検査の完了（ただし、しゅん工検査が契約工期後と

なる場合は、工期の終期日をもって「工事の完了」と取り扱う。なお、修補工事となる

場合はこの限りでない。）をいう。 
※２「工事着手日」とは、工期の始期日以降で実際の工事のための準備工事（現場事務

所等の建設又は測量を開始することをいう。ただし、工事着手日指定契約方式について

は、測量を除く。）の初日をいう。また、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事

情がない限り、工期の始期日以降３０日以内に工事に着手しなければならない。 
 
 また、技術者の専任配置が要件となる場合には、建設業許可業種ごとに営業所に配置

された全ての専任技術者をこの工事の配置予定技術者とすることはできない。（特記仕



様書や現場説明書等に明示された兼務要件を満たす場合を除く。） 
 契約後、当該技術者を変更することは原則として認めない。ただし、マニュアルに示

す「特殊事情」に該当する場合にあっては、当該入札条件に適合した技術者を選任し、

再度審査を受けた後、配置すること。入札参加条件に適合した技術者が配置できない場

合は、指名停止措置要綱に基づく入札参加資格停止等を行うことがある。 
（２）その他 
 ①資料の作成にかかる費用及び提出にかかる費用は、入札参加者の負担とする。 
 ②契約担当者は、提出された申請書及び確認資料を参加資格の確認以外に入札参加者

に無断で使用しない。 
 ③提出された申請書及び確認資料は返却しない。 
 ④提出期間終了後は、申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 
 
６ 落札者の決定等に関する事項 
（１）落札候補者の決定方法等 
 ①開札時には、落札者の決定を保留し、開札を執行する。 
 ②開札終了後、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全入札参加者について、

提出された確認資料の審査を行うものとする。 
 ③ ②の審査は、原則として、開札日の翌日から起算して２日以内（県の休日（徳島

県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日をい

う。以下同じ。）を除く。）に行うこととし、この時点で参加資格要件を満たし、かつ、

最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落

札候補者として決定する。ただし、「開札日の翌日から落札候補決定日の前日までの期

間」に連続休暇期間を挟んでいる場合は、連続休暇期間中の平日及び連続休暇期間の前

後において、２日（市が作業を行う日）以内の日数を確保するものとする。 
 なお、入札参加者が４に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には、入札を

無効とする。 
 また、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合には、電子入

札システムに装備されている電子くじにより第１順位の落札候補者が決定するものとす

る。 
④ 落札候補者を決定した場合、電子入札システムによる入札参加者に対しては、原則

として、同システムにより通知し、紙入札方式による入札参加者に対しては、別途通知

する。 
⑤ （２）の①の審査の結果、落札候補者が参加資格要件を満たしていないことを確認

した場合は、次順位者を落札候補者として決定する。 
 
（２）落札者の決定方法等 
① （１）により、落札候補者として決定された者に対して、電話連絡等により５の（１）

において規定する追加書類の提出を求めることとする。 
 なお、入札参加者が４に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には、入札を

無効とする。 



② 落札候補者から提出された追加書類の審査を行い、審査の結果、参加資格要件を満

たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。参加資格要件

を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、

次順位者から５の（１）において規定する追加書類の提出を求め、追加書類の審査を行

うものとする。 
③ ②の審査及び落札決定は、原則として、落札候補者として決定された日の翌日から

起算して２日以内（市の休日を除く。）に、次順位者の場合、落札候補者として決定さ

れた日の翌日から起算して３日以内（市の休日を除く。）に行うものとする。 
④ 落札者を決定した場合は、原則として、すべての入札参加者に対して、電子入札シ

ステムにより通知するものとする。ただし、紙入札方式による入札参加者については、

入札結果の公表をもって、落札決定の通知とする。 
 
７ 契約締結手続き 
（１） 契約に使用する言語 
 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 
（２） 契約書の作成 
 この契約を証するため、書面により契約書を作成する。 
 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して、７日以内に、契約保証金を納付

し、又はその納付にかわる担保を提供し、契約書の案に記名押印して契約を結ばなけれ

ばならない。（設計金額が５００万円未満のときは、契約保証金の納付又はその納付に

かわる担保の提供を免除する場合がある。）ただし、連続休暇期間と当該手続きが重複

する場合は、連続休暇期間の前後で適切な日数を確保した契約締結日とするように取り

扱うものとする。 
（３） 前記（２）の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、

これを伸縮することができる。 
（４） 落札者は、前記（２）及び（３）の期間内に契約を結ばないときは、その者の

落札はその効力を失う。 
（５） 落札者が請負契約を締結するまでの間において、４に掲げる事項のいずれかに

該当しなくなった場合、入札参加資格を喪失した場合、指名停止措置要綱に基づく入札

参加資格停止を受けた場合、又は吉野川市暴力団排除措置要綱に基づき暴力団関係者で

あるとの認定を受け、契約排除措置を受けた場合は、当該請負契約を締結しないことと

する。 
（６）契約保証金 
① 契約に際しては、請負代金額の１００分の１０以上に相当する契約保証金を納めな

ければならない。 
② 契約保証金の納付方法は、①で定める金額に相当する銀行振出小切手とする。ただ

し、金融機関の保証又は前払金保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。 
③ 吉野川市財務規則第１２０条第２項第３号に掲げる公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証保



険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 
（７） 建設業退職金共済証紙の購入 
 当該入札に係る請負契約締結時には、建設業退職金共済制度掛金収納書届出書を提出

すること。 
建設業退職金共済証紙購入率は次表のとおりとする。 

請負代金額 土木 建築 設備 
１千万円未満 3.9/1,000 3.5/1,000 2.5/1,000 
１千万円以上～５千万円未満 3.5/1,000 3.0/1,000 1.9/1,000 
５千万円以上～１億円未満 3.1/1,000 2.5/1,000 1.6/1,000 
１億円以上～５億円未満 2.3/1,000 2.1/1,000 1.2/1,000 
※１：請負代金額は、消費税相当額を含む金額である。 
※２：住宅、非住宅の設備は、建築に含まれる。 
（８） 本工事の落札者は、法定外労災保険に加入すること。また、当該入札に係る請

負契約締結時には、法定外労災保険の加入証明書等を提出すること。 
 
８ 支払条件 
（１）前払金（契約約款第３５条第１項関係） 
 前払金保証事業会社と前払金の保証契約を締結した場合は、請負契約書に定めるとこ

ろにより、請負代金額に係る各年度ごとの当該年度割額の１０分の４以内の前払金の支

払を請求することができる。 
（２）中間前払金（契約約款第３５条第３項関係） 
 中間前払金の認定を受け、前払金保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した場

合は、請負契約書に定めるところにより、請負代金買額に係る各年度ごとの当該年度割

額の１０分の２以内の中間前払金の支払を請求することができる。ただし、部分払との

併用は認めない。 
（３）その他 
 吉野川市公共工事標準請負契約約款に関する規則（平成１６年吉野川市規則第１１３

号）の規定による。 
 
９ 参加資格要件を満たしていないと認められた者に対する理由の説明 
 参加資格要件を満たしていないと認められた者が、電子入札システムによる入札参加

者である場合には、原則として、同システムにより入札参加資格不適格通知書を送付す

る。なお、紙入札方式による入札参加者である場合には、別途通知する。 
 参加資格要件を満たしていないとされた者は、発注機関の長に対して、その理由につ

いての説明を求めることができる。説明を求める場合は、書面（任意様式）を持参又は

郵送により提出しなければならない。 
（１）提出期限 
 入札参加資格不適格通知書を送付した日の翌日から起算して７日以内（市の休日を除

く。）に提出すること。 



（２）提出時間 
 午前１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 
（３）提出場所 
 入札公告に明示する「入札手続きに関する問い合わせ先」 
（４）回答 
 説明を求めた者に対し、（１）の提出期限日の翌日から起算して１０日以内（市の休

日を除く。）に、書面により回答する。 
 
１０ 電子入札に関する事項 
（１）電子入札の参加 
 入札に参加しようとする者は、電子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システ

ムへの利用者登録を完了した上で、入札公告に明示する入札参加資格確認票等の提出期

限までに電子入札システムによる入札参加資格確認票の提出を行わなければならない。 
（２）紙入札の申出等 
① やむを得ない事由により電子入札システムによる入札参加ができない場合は、事前

に紙入札方式参加申込書（様式２）を持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出し、

その承認を得て、紙入札方式により参加することができるものとする。 
ア 提出期限 
 入札公告に明示する電子入札システムによる入札参加資格確認票の提出期限 
イ 提出場所 
 入札公告に明示する「入札手続きに関する問い合わせ先」 
② 電子入札システムによる手続開始後、紙入札方式への移行を希望する場合において

も、紙入札方式参加申請書（様式２）を持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出

し、その承認を得て、紙入札方式への変更ができるものとする。 
ア 提出期限 
 入札公告に明示する電子入札システムによる入札書の提出期限 
イ 提出場所 
 入札公告に明示する「入札手続きに関する問い合わせ先」 
③ 確認資料の持参又は郵送による提出 
 紙入札方式により入札に参加する場合は、確認資料を持参又は郵送（書留郵便に限る。）

の方法により提出すること。 
 また、提出する確認資料の電子ファイルの容量が１メガバイトを超える場合には、持

参又は郵送（書留郵便に限る。）の方法による提出を認めるものとする。（電子入札シ

ステムでは、電子ファイルの送信容量の上限は３メガバイトである） 
 ただし、この場合は、入札参加資格確認票等の提出期間内に電子入札システムによる

申請書を提出すること。 
 電子入札システムによる入札参加資格確認票の提出に当たっては、必ず、持参又は郵

送する旨の表示、持参又は郵送する資料の名称等を記載した目録ファイルを添付するこ

と。 
 持参又は郵送する資料については、書面（紙媒体）に限るものとし、電子入札システ



ムによる電子ファイルとの分割提出は認めない。 
 なお、持参又は郵送により確認資料の提出を行う場合は、封筒の表に「案件名称」、

「入札参加希望者の住所及び商号又は名称」を記載し、「入札参加資格確認資料在中」

と朱書きした上で、提出すること。 
ア 提出期限 
 入札公告に明示する電子入札システムによる入札書の提出期限 
イ 提出場所 
 入札公告に明示する「入札手続きに関する問い合わせ先」 
（３）紙入札書の提出等 
①入札書は、吉野川市の様式により作成し封緘の上、入札参加者の氏名を表記し、指定

された場所において入札書提出締切日までに入札箱に投入しなければならない。様式が

必要な場合は、入札公告に明示する「入札手続きに関する問い合わせ先」に連絡するこ

と。 
②入札参加者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は、その引換え、変更又は取り消し

をすることができない。 
③入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札執行前に提出し、その

代理人の名において入札するものとする。 
 
（４）システム障害時の取扱い 
①徳島県側のシステムに障害が発生し、複数の入札参加者が利用不可となった場合は、

入札書提出締切日時及び開札予定日時の変更（延長）を行うものとし、電子入札システ

ムその他適当な手段により、当該入札参加者に対し、その旨連絡するものとする。 
 また、電子入札システムが長期にわたり停止する場合は、紙入札に切り替えるものと

し、電話その他適当な手段により、当該入札参加者に対してその旨連絡するものとする。 
②天災等によるシステム障害時 
天災等により、入札又は開札を行うことができないと発注機関が判断した場合は、これ

を中止するものとし、電話その他適当な手段により、当該入札参加者に対しその旨連絡

するものとする。 
（５）（２）の承認基準その他電子入札に関する運用・基準については、「徳島県電子

入札システム運用基準」によるものとする。 
 
１１その他 
（１）入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
（２）入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなら

ない。 
（３）入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 
（４）申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要綱に基づき入札



参加資格停止になることがある。 
（５）設計業務の受託者等 
 入札公告に記載する「当該受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある

者」とは、次のいずれかに該当する者である。 
①当該受託者の発行済み株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資

の総額の１００分の５０を超える出資をしている建設業者 
②代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における建

設業者 


